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図 2：担保目的の予約と再売買の予約             ［研究］ 

①担保目的の予約 
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②再売買の予約 
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①不動産の売買と同時に、同不動産について売主（借主）

を買主、買主（貸主）を売主とする売買の予約を結んで

おく 

②売主（借主）が 500万円を支払うことができる（貸付金

を返済できる）場合、予約完結権を行使して 500 万円を

支払い、不動産の返還を受ける 

③売主が 500 万円を支払うことができない場合、買主は受

け取った不動産をそのまま自分のものにする 


